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浄化槽工事業の登録について 

Ⅰ 浄化槽工事業の登録について 

１ 制度概要 

浄化槽工事業を営もうとする者は、工事の規模にかかわらず、浄化槽法に基づく登録が義務

づけられています。 

 登録は、浄化槽工事業を行おうとする区域を所轄する都道府県ごとに必要となります。従って、

営業所は山形県内にしかなくても、秋田県や宮城県で施工する場合は、これら３県全てに登録

が必要となります。 

 なお、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている場合は、

浄化槽工事業の登録に代えて、届出をする必要があります（特例浄化槽工事業者としての届

出）。 

 

２ 登録の有効期間 

 登録の有効期間は５年間 

 ５年ごとに登録の更新が必要（Ⅱ－１－（４）参照） 

 

３ 登録のための要件 

 ① 営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと。（Ⅱ－（１）参照） 

 ② 欠格要件に該当しないこと。 （Ⅱ－（２）－①～⑩参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄化槽工事業を行いたい。

次の建設業の許可を有しているか？

・土木工事業

・建築工事業

・管工事業

はい

いいえ

５００万円以上の浄化槽工事業を行う

予定か？

はい

浄化槽工事業を営むためにはどのような手続が必要か？

いいえ

浄化槽工事業の登録が必要

建設業の許可及び

特例浄化槽の届出

が必要

特例浄化槽工事業の

届出が必要
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Ⅱ 登録の概要 

１ 浄化槽工事業の登録申請 

（1）浄化槽設備士 

 浄化槽工事業を営もうとする者は浄化槽工事の適正な施工を確保するため、浄化槽工事に

関して必要な知識技能を有し、実地作業を監督する者として、営業所ごとに浄化槽設備士を置

かなければいけません。この浄化槽設備士は、営業所に勤務してその職務に従事することが義

務付けられていますが、場合によっては工事現場で実地作業にあたることも認められています。

資格の詳細については、公益財団法人日本環境整備教育センターへお問い合わせください。 

  

（2）以下の欠格要件に該当しないこと。 

①申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事

実の記載が欠けているとき 

②浄化槽法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 

③浄化槽法第三十二条第二項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二

年を経過しない者 

④浄化槽工事業者で法人であるものが浄化槽法第三十二条第二項の規定により登録を取り

消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽工事業者の役員

であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの 

⑤浄化槽法第三十二条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経

過しない者 

⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第

六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過し

ない者 

⑦浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

代理人が②から⑥又は⑧のいずれかに該当するもの 

⑧法人でその役員のうちに②から⑦のいずれかに該当する者があるもの 

⑨浄化槽法第二十九条第一項に規定する要件を欠く者 

⑩暴力団員等がその事業活動を支配する者 

 

（3）登録申請手数料 

 申請手数料は次のとおりです。山形県収入証紙で納入してください。 

新規 ３３，０００円 

更新 ２６，０００円 

 

（4）登録の有効期間 

 登録の有効期間は５年間です。 

 引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合は、５年ごとに有効期間が満了する３０日前までに

更新申請をする必要があります。 
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 登録業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を取得した

場合は、遅滞なく特例浄化槽工事業の届出を行ってください。（Ⅱ－２－（１）） 

※届出の際、浄化槽工事業の登録を受けている旨、担当者へお伝えください。 

 

２ 特例浄化槽工事業の届出 

（1）特例浄化槽工事業者とは  

 建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けて浄化槽工事業を営

む者を特例浄化槽工事業者といいます。建設業許可の審査により施工能力等のチェックは既

になされていることから、登録に代えて届出で足りるとされています。 

 特例浄化槽工事業者については、登録及び指示等に関する規定を除き、浄化槽工事業者と

みなして浄化槽法の規定が適用となります。よって、届出に際しては営業所ごとに置く浄化槽設

備士の書面が必要となります。  

（2）手数料： 不要です。 

（3）有効期間  

 登録と異なり、有効期間はありません。 

 建設業許可が５年で更新された場合は、許可番号の変更届を提出してください。 

 建設業法に基づく土木工事業、建築工事業または管工事業の許可を全て失った後も引き続

き浄化槽工事業を営む場合は、新たに登録申請をする必要があります。 
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Ⅲ 登録申請（届出）・変更の手続 

１ 浄化槽工事業の登録申請 

提出部数は、正本１部、副本１部の計２部（左綴じ）で、副本は申請者へ返却されます。 

更新の場合は、有効期間が満了する３０日前までに更新申請してください（有効期間を過ぎると

登録は失効します。）。 

（1）登録申請書及び添付書類（浄化槽工事業の登録申請） 

提出書類 
別記様

式番号 
備考 

浄化槽工事業登録申請書 第１号 

・「申請者」欄及び「氏名又は名称」欄には、個人の場

合は氏名を、法人の場合は法人名を書くこと 

・個人の場合で屋号がある場合は「営業所の名称及

び所在地」欄に書くこと  

誓約書 第２号 個人の場合は本人、本人の場合は代表役員 

営業所ごとの浄化槽設備士の証

明書 
－ 

浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写

し 

工事業登録申請者の調書 第３号 

・個人の場合は本人について作成  

・法人の場合は役員全員について作成  

・申請者が未成年者の場合は法定代理人（法人の場

合はその役員）について作成  

浄化槽設備士の調書 第４号 他県の営業所の分も含む。 

登記簿謄本 － 法人の場合のみ 

工事業登録申請者（個人）、浄化

槽設備士の住民票の抄本 
－  

 

（2）変更届及び添付書類（浄化槽工事業の登録関係） 

 変更届出書（第７号） 

変更事項 添付書類 

商号又は名称、代表者氏

名、所在地 
登記簿謄本（法人）、住民票抄本（個人） 

営業所の名称、所在地 

（商業登記の変更をする場合

のみ） 

登記簿謄本（法人） 

役員 
登記簿謄本、新たに役員になる者がある場合は、誓約書（第２号）

及び調書（第３号） 

浄化槽設備士、免状の交付

番号 

浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写し、調書（第４号）、

住民票抄本 

http://pub.pref.aomori.jp/kouji/PDF/joukasoufiles/no3.pdf
http://pub.pref.aomori.jp/kouji/PDF/joukasoufiles/no4.pdf
http://pub.pref.aomori.jp/kouji/PDF/joukasoufiles/no7.pdf
http://pub.pref.aomori.jp/kouji/PDF/joukasoufiles/no4.pdf
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（3）廃業等の届出（浄化槽工事業の登録関係） 

 浄化槽工事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を浄化槽工事業者廃業届で届出してください。  

（県細則様式第１号） 

 

２ 特例浄化槽工事業の届出 

提出部数は、正本１部（左綴じ）です（届出書控えに受付印が必要な場合は副本を提出してくだ

さい。）。 

（1）届出書及び添付書類（特例浄化槽工事業の届出） 

提出書類 
別記様式

番号 
備考 

特例浄化槽工事業者届出書 第 11 号   

建設業法による許可（土木、建築又は管工事業）を

受けたことを証する書面 
－ 

建設業の許可指令書又は許可証

明書の写し 

営業所ごとの浄化槽設備士の証明書 － 
浄化槽設備士免状の写し又は浄

化槽設備士証の写し 

浄化槽設備士の調書 第４号 他県の営業所の分も含む 

浄化槽設備士の住民票の抄本 －   

 

（2）変更届及び添付書類（特例浄化槽工事業の届出関係） 

 変更届出書（第１２号） 

変更事項 添付書類 

商号又は名称、代表者氏名、所在地 なし 

建設業許可の業種、許可番号、許可

年月日（注） 
建設業の許可指令書又は許可証明書の写し 

営業所の名称、所在地 なし 

浄化槽設備士、免状の交付番号 
浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写し、調書（第

４号）、住民票抄本 

（注）建設業の許可は５年で更新され、許可番号及び許可年月日が変更になります。この場合

も変更届を提出してください。 

 

（3）廃業等の届出（特例浄化槽工事業の届出関係） 

 浄化槽工事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を浄化槽工事業廃業等届出書で届出してく

ださい。（県細則様式第１号） 
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３ 標識の掲示 

浄化槽工事業登録業者、特例浄化槽工事業者は、営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、下

記の事項を記載した標識を見やすい場所に掲示しなければなりません。 

（1）浄化槽工事業登録業者（様式第８号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）特例浄化槽工事業者（様式第９号） 
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４ 帳簿の備付け等 

浄化槽工事業者は、請け負った浄化槽工事について１件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に

備えておかなければなりません。帳簿には、処理方式及び処理能力を記載した書面、構造図、

仕様書、処理工程図を添付する必要があります。この帳簿は事業年度の末日から５年間保存

することとなっています。 
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Ⅳ 申請（届出）窓口及び問合せ先 

 

主たる営業所の所在地 担当公所係名 住所・電話番号 

東南村山地区及び 

山形県外 
村山総合支庁建設総務課行政係 

〒９９０－２４９２ 

山形市鉄砲町２－１９－６８ 

電話０２３－６２１－８１８９ 

西村山地区 村山総合支庁西村山建設総務課 行政係 

〒９９１－８５０１ 

寒河江市大字西根字石川西３５５ 

電話０２３７－８６－８３７７ 

北村山地区 村山総合支庁北村山建設総務課 行政係 

〒９９５－００２４ 

村山市楯岡笛田４－５－１ 

電話０２３７－４７－８６５４ 

最上地区 最上総合支庁建設総務課 行政係 

〒９９６－０００２ 

新庄市金沢字大道上２０３４ 

電話０２３３－２９－１３７７ 

東南置賜地区 置賜総合支庁建設総務課 行政係 

〒９９２－００１２ 

米沢市金池７－１－５０ 

電話０２３８－２６－６０６９ 

西置賜地区 置賜総合支庁西置賜建設総務課 行政係 

〒９９３－００８５ 

長井市高野町２－３－１ 

電話０２３８－８８－８２２３ 

庄内地区 庄内総合支庁建設総務課 行政係 

〒９９７－１３９２ 

東田川郡三川町大字横山字袖東

１９－１ 

電話０２３５－６６－５６４４ 

 


